
平
成
三
十
一
年
二
月
八
日
受
領

答

弁

第

一

〇

号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
一
〇
号

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
外
国
人
技
能
実
習
生
に
対
す
る
妊
娠
禁
止
規
定
は
民
法
違
反
と
し
た
判
決
が
あ
る
こ
と
等
に

関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
外
国
人
技
能
実
習
生
に
対
す
る
妊
娠
禁
止
規
定
は
民
法
違
反
と
し
た
判
決
が
あ
る
こ
と

等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

法
務
省
入
国
管
理
局
が
策
定
す
る
「
技
能
実
習
生
の
入
国
・
在
留
管
理
に
関
す
る
指
針
」
（
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
に
改
訂
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
際
に
、
御
指
摘
の
「
十
三
年
判
決
」
の
内
容

を
担
当
部
局
で
共
有
の
上
、
当
該
判
決
に
係
る
事
例
の
存
在
を
も
踏
ま
え
、
技
能
実
習
生
が
そ
の
意
に
反
し
て
強
制
的
に
帰

国
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
改
訂
後
の
指
針
に
お
い
て
、
「
外
国
人
の
技
能
実
習
に
係
る
不
正
行
為
」
の
う
ち
「
監

理
団
体
に
お
い
て
、
技
能
実
習
の
継
続
が
不
可
能
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
の
地
方
入
国
管
理
局
へ
の
報
告
を
怠
る
行

為
」
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
平
成
二
十
九
年
法
務
省
令
第
十
九

号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平

成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）
の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
活
動
の
項
第

十
六
号
の
表
ル
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。
以
下
「
報
告
不
履
行
」
と
い
う
。
）
の
具
体
的
内
容
と
し
て
、
「
監
理
団
体
に
お

い
て
、
・
・
・
技
能
実
習
生
が
実
習
期
間
を
満
了
せ
ず
に
途
中
帰
国
を
す
る
と
き
に
、
地
方
入
国
管
理
局
に
対
し
て
報
告
し

一



な
か
っ
た
場
合
等
」
と
明
記
し
た
上
、
監
理
団
体
が
報
告
不
履
行
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
新
た
な
外
国
人
技
能
実
習
生
の
受

入
れ
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
り
得
る
旨
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
労
働
政
策
に
関
す

る
情
報
収
集
は
必
要
な
範
囲
で
行
っ
て
お
り
、
指
針
の
改
訂
に
当
た
り
、
法
務
省
と
厚
生
労
働
省
と
の
間
で
協
議
を
行
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
改
訂
後
の
指
針
は
、
法
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
し
、
御
指
摘
の
「
海
外
の
送
出
機
関
、
国
内

の
技
能
実
習
実
施
者
や
監
理
団
体
」
に
対
す
る
周
知
徹
底
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
こ
の
事
例
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
送
出
機
関
（
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
外
国
の
送
出

機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
相
手
国
（
我
が
国
が
二
国
間
の
技
能
実
習
制
度
に
関
す
る
協
力
覚
書
（
以
下

「
覚
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
た
国
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
政
府
が
覚
書
に
規
定
す
る
送
出
機
関
の
認
定
基
準
を
満
た

す
も
の
と
し
て
認
定
し
た
も
の
（
以
下
「
認
定
送
出
機
関
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
役
員
が
、
過
去
五
年
以
内
に
、
技
能
実

二



習
生
の
人
権
を
侵
害
す
る
行
為
を
行
っ
た
お
そ
れ
の
あ
る
事
例
を
把
握
し
た
場
合
に
は
、
相
手
国
政
府
に
対
し
、
当
該
認
定

送
出
機
関
が
送
出
機
関
の
認
定
基
準
に
適
合
し
な
い
行
為
を
行
っ
た
可
能
性
が
あ
る
旨
を
通
報
し
、
こ
れ
を
受
け
た
相
手
国

政
府
が
、
調
査
等
を
行
っ
た
結
果
、
当
該
認
定
送
出
機
関
を
相
手
国
の
認
定
送
出
機
関
の
リ
ス
ト
か
ら
除
外
し
た
と
き
は
、

当
該
認
定
送
出
機
関
は
、
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

二
十
八
年
法
務
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
三
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
送
出
機
関
の
要
件
を

満
た
さ
な
く
な
る
た
め
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
に
お
い
て
、
当
該
認
定
送
出
機
関
か
ら
技
能
実
習
の
申
込
み
の
取
次
ぎ
を

受
け
て
い
た
実
習
実
施
者
（
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
実
習
実
施
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
監
理
団
体
（
同
条

第
十
項
に
規
定
す
る
監
理
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
当
該
認
定
送
出
機
関
か
ら
の
取
次
ぎ
を
受
け
な
い
よ

う
、
指
導
等
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

四
に
つ
い
て

現
時
点
で
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
調
査
を
行
う
予
定
は
な
い
が
、
相
手
国
政
府
と
の
定
期
的
な
情
報
交
換
の
場
及
び
相
手

国
に
お
け
る
送
出
機
関
へ
の
説
明
会
を
通
じ
て
、
過
去
五
年
以
内
に
、
送
出
機
関
又
は
そ
の
役
員
が
技
能
実
習
生
の
人
権
を

侵
害
す
る
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
省
令
第
二
十
五
条
第
八
号
ハ
の
規
定
及
び
覚
書
に
基
づ
く
送
出
機
関
の
要
件
を
満
た

三



さ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
相
手
国
政
府
及
び
送
出
機
関
へ
の
周
知
を
図
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
は
、
外
国
人

技
能
実
習
機
構
に
対
し
て
、
技
能
実
習
生
の
私
生
活
の
自
由
を
不
当
に
制
限
す
る
こ
と
の
禁
止
を
規
定
し
て
い
る
法
第
四
十

八
条
第
二
項
の
内
容
と
併
せ
て
、
婚
姻
、
妊
娠
、
出
産
等
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
等
を
規
定
し
て
い
る
雇
用

の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
。
以
下

「
均
等
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
内
容
を
、
実
習
実
施
者
及
び
監
理
団
体
に
対
し
て
周
知
す
る
よ
う
求
め
て
ま
い
り
た

い
。ま

た
、
政
府
と
し
て
、
引
き
続
き
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
人
技
能
実
習
機
構
に
行
わ
せ
る
同
項
各
号

に
掲
げ
る
事
務
、
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
実
習
生
か
ら
の
申
告
及
び
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
技
能
実
習
生
か
ら
の
相
談
に
よ
り
、
不
適
切
な
事
例
の
把
握
及
び
そ
の
適
切
な
対
応
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

五
及
び
七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
学
習
機
会
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
実
習
実
施
者
が
技
能
実
習

を
行
わ
せ
る
事
業
所
ご
と
に
選
任
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
技
能
実
習
の
実
施
に
関
す
る
責
任
者
、
監
理
団
体
が
監
理
事
業

を
行
う
事
業
所
ご
と
に
選
任
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
監
理
責
任
者
等
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
、
省
令
第
十
三
条
、
第
五

四



十
三
条
第
二
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
少
な
く
と
も
三
年
ご
と
に
、
法
務
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
講
習

を
修
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
当
該
講
習
に
お
い
て
、
均
等
法
や
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
四
十
九
号
）
を
含
め
た
労
働
関
係
法
令
に
関
す
る
科
目
を
受
講
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
送
出
機
関
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
相
手
国
政
府
と
の
定
期
的
な
情
報
交
換
の
場
に
お
い
て
、
相
手
国
政
府
に
対

し
、
均
等
法
第
九
条
そ
の
他
の
必
要
な
法
令
の
内
容
に
つ
い
て
、
送
出
機
関
へ
の
周
知
を
図
る
よ
う
求
め
て
ま
い
り
た
い
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
こ
の
指
摘
を
受
け
・
・
・
日
本
社
会
全
体
に
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
べ
き
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
学
習
す
る
機
会
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
法
務
省
に
お
い
て

は
、
定
期
的
に
、
入
国
管
理
局
の
職
員
を
対
象
と
し
て
均
等
法
を
含
む
女
性
の
人
権
に
関
す
る
研
修
を
実
施
し
て
お
り
、
厚

生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
定
期
的
に
、
担
当
部
局
の
職
員
及
び
都
道
府
県
労
働
局
の
職
員
を
対
象
と
す
る
研
修
に
お
い
て
、

均
等
法
の
規
定
等
の
重
要
性
に
つ
い
て
周
知
啓
発
を
行
っ
て
い
る
。

五



九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
次
の
ア
か
ら
エ
の
よ
う
な
相
談
」
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
技
能
実
習
機
構
に
お
い
て
、
技
能
実
習
生
の
個
別

の
事
情
や
希
望
を
聴
取
し
た
上
で
、
技
能
実
習
生
に
対
し
て
必
要
な
助
言
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

法
務
省
で
は
、
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
の
た
め
の
総
合
的
対
応
策
」
（
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日
外
国
人
材

の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
了
承
。
以
下
「
総
合
的
対
応
策
」
と
い
う
。
）
の
策
定
に
当
た
り
、
御
指
摘
の

「
こ
の
よ
う
な
相
談
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
平
成
三
十
年
九
月
十
三
日
に
同
省
に
設
置
し
た

「
「
国
民
の
声
」
を
聴
く
会
議
」
に
お
い
て
、
技
能
実
習
生
を
含
む
外
国
人
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
な
ど
し
、
技
能
実
習

生
が
抱
え
る
問
題
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
上
で
、
総
合
的
対
応
策
の
検
討
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
送
還
さ
れ
た
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

六



御
指
摘
の
「
同
様
に
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
均
等
法
第
九
条
の
規
定
の
ほ

か
、
妊
娠
中
及
び
出
産
後
の
健
康
管
理
に
関
す
る
措
置
を
規
定
し
て
い
る
均
等
法
第
十
二
条
の
規
定
、
産
前
及
び
産
後
休
業

を
規
定
し
て
い
る
労
働
基
準
法
第
六
十
五
条
の
規
定
等
に
つ
い
て
は
、
技
能
実
習
生
が
妊
娠
、
出
産
等
を
し
た
場
合
も
対
象

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

十
三
に
つ
い
て

監
理
団
体
が
、
労
働
基
準
法
第
六
十
五
条
を
含
め
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
「
出
入
国
又
は
労
働
に

関
す
る
法
令
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法

務
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
は
、
監
理
許
可
（
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
監
理
許
可
を
い
う
。
）
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

十
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
十
三
年
判
決
が
示
す
教
訓
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
出
入
国
管
理
及
び
難

民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て

七



は
、
「
特
定
技
能
雇
用
契
約
の
相
手
方
と
な
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
」
は
、
「
法
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
当
該
基
準
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
「
出
入
国
又
は
労
働
に
関
す
る
法
令

に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
含
む
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
改
正

法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
適
切
な
運
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
当
該
基
準
の
遵
守
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
公
私
の
機
関
に
周

知
し
て
ま
い
り
た
い
。
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